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　「新教育体制樹立のための教育改革方案」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹羽　　孝

1.解 題

　 ここに紹介する資料は、1996年4月 付で公開された、韓国の教育改革委員会 の報告書 の一 つで

ある。韓国の教育政策は1990年 代を、1987年 末に策定された大統領直轄の教育改革審議会の答申

のラインに沿って動いてきた。そして、1990年 代の中半以降21世紀を展望した教育改革の世界的

な動向に対応して、韓国政府は新たに1995年 初頭に大統領直属委員会 として 「教育改革委員会

Presidential　Commission　 on　Education　Reform」(委 員長　　　 )を 設置し、政府の強力なイニシ

アチブのもとでの教育改革の推進に着手 した。

　 この委員会は日本でいえば臨時教育審議会に相当する位置づけられるもので、この報告書 の副

題として添えられている 「世界化 ・情報化時代を主導する新教育体制樹立のための教育改革案」

とい う言葉は、まさにこの報告書の性格を明確に示 しているといえよう。

　 また、韓国は1996年10月 に実現したOECD加 盟のための条件整備の一つとして、　OECD教

育査察団による勧告(1998.6　 :　Review　on　The　Educational　Refom　 in　Korea　;　OECD)へ の早

急な対応を要請されていたという背景もあって、現在もこの教育改革案に基づ く教育改革が進行

中である。そうした意味においても本改革案は現在もなお、21世紀対備のための韓国教育政策の

基本方向を示 している物なのである。

　本報告書の基本的な特徴について川野辺敏教授(常 葉学園大学)は 、次のように述べている。

　 「この改革案の基本的な発想は急速な社会の変化(特 に 「知識 ・情報化社会」「世界化」)に 対

応 し、教育を再構築することにあり、具体的には生涯学習の基盤の整備、初等 ・中等教育の 自主

的運営の強化、個性や創造性の涵養を目指すカリキュラム、大学の多様化 と入試制度の改革など

となっている。一見わが国の臨教審の内容と類似しているかに見えるが、この国の教育にかける

情熱が うかがえる改革案であることは確かである。」(「内外教育」、1996.1.5、P11)

　ここで指摘されている本改革案の特徴は、基本的には日本を含めた世界各国の教育改革の当面

課題と共通する部分がた くさんある。例えば、そこで使用されているキーワードのい くつかを挙

げるならば、学校運営委員会、単位銀行制度、道 ・市 レベルの教育行政の規制緩和、生涯学習体

制の創造的発展、大学入試制度の改革、大学評価制度問題、教育の質の向上および幼児教育の公

教育化等を示すことができる。日本の中央教育審議会答申に見られるような 「新学力観」問題 こ

そ含まれていないが、多 くは日本とも共通の問題を含んでいることは明らかである

　これまで、先に挙げた川野辺氏以外に、同じく内外教育紙上において中村学園大学の松尾智則



教授の概要報告はあっても、詳細な紹介は未だなされていない。 しか し、今般 のOECDレ ビ

ューにおいても、基本的にはこの教育改革案が素材とされていることがわかったという事もあ り、

その概要を訳出 し、紹介するものである。

2.対 象資料

　資料名:1995.3.31提 出　第2次 大統領報告書(1996/4公 刊)

　　　　　 「世界化 ・情報化時代を主導する新教育体制樹立のための教育改革方案」

　　　　　大統領諮問教育改革委員会著、大韓教科書株式会社

　原文:「　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

　　　　　　　　　　　　　　

　　本報告書は、六つの章及び特別報告によって構成されている。その内容は以下の如 くである。

　　Ⅰ.新 教育体制構想の背景

　　Ⅱ.新 教育体制のビジョンと目標

　　Ⅲ.新 教育体制樹立のための教育改革方案

　　Ⅳ.下 半期推進課題

　　Ⅴ.教 育改革推進方法

　　Ⅵ.教 育改革の効果

　　〈別途報告〉

　　　　教育改革案と過熱課外の解消

　 この全体はB－5判107ペ ージの量があ り、翻訳すればおよそ400字 詰め原稿用紙300枚 以上の

量になる。そこで本稿では特に本報告の中心部分であるⅠ－Ⅲを収録することとした。

3.新 教育体制樹立のための教育改革方案

目次

Ⅰ.新 教育体制構成の背景

　 1.文明史的視角

　2.韓国教育の懸案問題

　3.解決策としての新教育体制

Ⅱ.新 教育体制のビジョンと目標

　 1.新教育体制のビジョン(Vision)と 特徴

　2.新教育体制の目標



　 3.新教育体制樹立のための教育改革の推進原則

Ⅲ.新 教育体制樹立のための教育改革方案

　 1.開放教育社会、平生学習社会基盤構築

　 2.大学の多様化 と特性化

　 3.初 ・中等教育の自律的運営のための 「学校共同体」構築

　 4.人格及び創造性を高揚する教育課程

　 5.国民の苦痛を軽減する大学入学制度

　 6.学習者の多様な個性を尊重する初 ・中等教育運営

　 7.教育供給者に対する評価及び支援体制構築

　 8.品位ある有能な教員育成

　 9.教育財政GNP5%確 保(1998年 まで)

Ⅳ.下 半期推進課題

　 1.地方教育自治制度改善

　 2.私学の自立と責任の向上

　 3.教育法整備及び教育行政体制改編

　 4.情報化時代にあった職業 ・技術教育体制構築

　 5.学制の多様化

Ⅴ.教 育改革推進方法

　 1.推進方向

　 2.教育改革推進 ・評価体制

　 3.教育改革推進日程

Ⅵ.教 育改革の効果

　 1.学生 ・学父母に何がよいのか?

　2.教員に何がよいのか?

　3.学校はどの様に変わるのか?

　4.産業体には何がよいのか?

　5.政府は どの様に変わるのか?

　6.社会はどの様に変わるのか?

〈別途報告〉

　教育改革方案と過熱課外解消

Ⅰ.新 教育体制構想の背景

1.文 明史的視角

力.文 明の大転換



知識 ・情報社会

　最近我々の前に近づいてきた変化は、20世 紀から21世紀に越えてい く単純な世紀的変化ではな

い。この変化は文明史的変化である。我々が今まで経験 してきた文明は産業文明であった。農耕

文明に続いて出てきた産業文明の挑戦に、我々が適切に対応できなくて、歴史の失敗者 となった

苦い経験を我々は持っている。今徐々にその姿を現 し始めている新 しい文明は ‘情報化社会'、

‘知識社会'と いう言葉で表現されている
。我々が今から腰紐を締めて対処 しなければならない

ことは、まさしくこの新 しい形態の文明である。

世界化

　未来社会の変化を予告 しているもう一つの重要な特徴は、世界化時代が到来しているという事

である。今地球は一つの至近の村落へ変貌 している。情報通信と交通の先端技術は、いままであ

まりに遠 く離れていた空間を短時間のうちに着 くことができるように縮小させた。それだけでは

な く、理念障壁の崩壊 とともに、全世界は今経済に関 して一つの国境のない世界 となっている。

世界化戦略はこのような歴史的大転換に対応 して設計された国家生存戦略であ り発展戦略である。

このような文明化時代の挑戦に対して適合 した対応策を準備 しないならば、我々は歴史の落伍者

となる他はないのである。

産業化と新教育制度

　 歴史の大転換期に、適切な新 しい教育体制を構築するものが、歴史の先頭走者となっている事

実を過去の歴史から我々は学んだ。特に今までの産業化の黎明期にフランスのナポレオンは 「グ

ランエコール」(Grandes　 Ecole)を 初め、新 しい教育制度を草案して、 ドイツは新 しい産業社会

にあわせた人力を形成するために、伝統的な 「大学」(Universitat)と は別途の新 しい形態の職業

・技術高等教育体制である 「ホッホシューレ」(Hochschule)を 創出して、アメリカは州立大学制

度を創案 して西欧産業社会の主力となったことを、我々は良く知 っている。

新韓国と教育改革

　 最近世界各国は互いに前を争 って新 しい教育革命の道を探している。大胆な教育改革、いや教

育改革なしに我々が新しい文明の中心圏に立つ ことはできない。世界の中心国家を指向する新韓

国の創造はまさしく教育革命から始められなければならない。なぜならば、教育はまさに新 しい

文明の原動力で、新しい情報、新しい科学技術、新 しい文化の創造を担当する人間を育てる聖業

であるからである。さらに進んで、教育はそれ自体国民の 「生の質」を高める核心的な要素なの

である。

ナ.情 報化

情報化社会の特徴と教育



　 情報化社会、知識社会は情報 と知識が社会を動かす原動力 となる社会である。従 って、新 しい

科学技術、新 しい知識、新 しい文化の想像力こそ近づいた未来社会において、とても決定的な要

素 とならないはずがない。一つの社会 と国家の力と富、個人の生活の水準は技術、情報、知識、

文化等知的資産の水準によって決定される。 この様な知的資産は、本質的に国民の学習能力 と創

造力に依存している。そして、この様な国民の知的能力を開発する事は、正 しく教育なのである。

未来文明のための最善の準備は、まさに教育の枠をきちんとたてることである。教育をきちんと

しないで、国をきちんとできないということは古今東西の自明の真理である。ず っと昔のギ リ

シャの哲人プラトンが書いた 「国家論」の核心も、教育にあったことはわれわれの良 く知ってい

るところである。

情報化 と教育機会拡大

　 反面、人類の歴史は情報と知識の深 さと幅の拡大過程だと見なすことができる。 これによって、

人類の歴史の展開とともに社会構成員の教育の幅と深さも拡大されてきた。少数だけが専門的な

教育を受けていた時代から、漸次多数に教育機会が拡大されて、その深 さもさらに進化 してきた。

国民すべてが共通に受ける基本教育が歴史の展開とともに、さらに拡大されてきた。また、教育

は今、国民が享有する権利であると同時に生き方の質を高める福祉の一つである。

先端工学技術導入の切実性

　歴史的に見たとき、近代産業社会では情報手段の一つである印刷技術を教育に早 くから導入し

た国が世界史の主役となって、科学技術が早 く発達 した中世の国家がこれを最大限活用 しないで

失敗 した事例もあった。最先端情報工学は、情報化時代の寵児である。情報化時代の先駆者 とな

るために、なによりも切実なことは、正 しく最先端情報技術を教育に導入することである。そ う

することで、われわれは今までの教育 と教育方法を革命的に変化 させることができるのである。

誰が最初に情報化に試行するかによって、未来文明の主導権が決 まるのである。

情報化社会の教育的意味

　 この様な観点か ら見るとき、情報化時代の到来は、次の数種類の教育的意味を内包しているの

である。

第1、 情報 ・知識の量が急増するに連れて、国民共通基本教育年限の状況調整が要請 されている。

第2、 生を営為するための成業に必要な技術 と情報 と知識を教えて、学ぶ 「職業教育」が現在の

　　中等教育水準から高等教育水準まで上向きに調整される必要がある。

第3、 情報と知識の変化が急速な情報化社会では、成人の再教育が生きる上で必須的な課題であ

　　る。従って、継続教育、平生教育は情報化社会と同伴関係にある。

第4、 先端マルチメディア情報通信技術が教育に導入されることで、伝統的な教育制度運用、教



　　育内容 と教育方法等に革命的な変化が招来される。

国民共通基本教育と職業教育の上向趨勢

　国民共通基本教育 と職業教育の上向調整は人間の自尊意識の拡大 と新 しい産業技術の出現と軌

を同じくしている。 この様な現象は今日、色々な先進国ではっき りと示されている新 しい時代的

趨勢でもある。

先端情報通信技術と開放教育

　情報 と知識の生産 と消滅が急速に起こっている情報化社会では、新 しい情報と知識を絶えず再

充電 しないで、未だ一度受けた教育だけで絶対に成功的な人生を送ることはできない。従 って、

既成人のための再教育は切実な要求事項 とならないはずがない。これを解決するためには何時、

どこでも教育への接近道路が開かれていなければならない。教育の制度的装置がその様にされて、

なによりも先端情報通信技術を動員する、新 しい次元の教育の指標が開放されなければならない。

既に一部先進国では、人工衛星等を活用 した遠隔教育として新しい次元の開放教育体制を構築 し

ている。

例　:　カナダのOLA(Open　 Learning　Agency),豪 州のOTEN(Open　 Training　and　Education

　　Netework),ア メリカのNTU(National　 Technological　University)

伝統的教育概念の変化

　 この様な先端情報化技術革命は、教師の役割、勉強する場所 としての教室の概念、教育方法、

教育課程等、いままでの学校教育体制にとんでもない変化を呼び込んだ。新 しいマルチメディア

先端情報通信技術はなに よりも、教育における時間と空間に対する伝統的な概念を完全に変えて

しまったのである。例えば、学生が希望する時間に学校又は家で名講義を見て、聞いて、一人で

学習できるようになっている。教育におけるこの様な変化は、その間の教育から除外 された地域

と階層の人たちに良質の教育プログラムを提供することで、教育機会均等の実現に大きく寄与で

きるのである。

タ.世 界化

世界化時代の到来と教育

　先端情報通信技術 と交通の発達、そして 「イデオロギー」は障壁の崩壊を経て、全世界は今や

一つの生活圏へと変化した。現在経済に関する国境がなくなった時代 となっている。そ うして、

世界的広域単位の共同体であるEU、 　NAFTA等 が出帆 していて、1995年 には国境のない世界

経済体制であるWTOが 出現した。これからは国境という保護膜の中に安住して形成 された今ま

での発想、制度的枠 と慣行を持 っていては、そのままで生 きることが難 しい新 しい時代が我々の



前に近づいている。

世界化時代の教育的意味:こ の様な世界化時代の到来は、次の数種類の教育的意味を内包 してい

る。

　 第一、世界化時代に適切に対応するために、我々の教育は世界水準の質的跳躍を達成 しなけれ

ばならない。

　 第二、世界化時代に我々の次を無 くさないようにして、色々な国と調和 して生きるためには、

まず我々の固有の伝統文化に対する教育的関心と努力が強化 されなければならない。

　 第三、世界市民の観点から考えて行動できる開かれた心と、文化意識を持つようにするだけで

な く、国際的意思疎通能力を身につけるようにしなければならない。

　 第四、中央から地方に権限の委任を通 じて教育における自立 と分権の原理を実践するようにす

る。

世界水準の質高い教育:世 界的水準の教育のために、我々の初 ・中等教育は断片的知識の暗記依

主教育から創造力培養中心教育に転換 しなければならない。そ して、大学は今までの既存知識や

外来知識の伝習場から当然科学技術 と学問、文化創造の産室に転換されなければならない。

特殊性 と普遍性の調和:世 界化はわれわれ自身のことを放 り出して、外来のものを無条件に受け

入れて、それに吸収同化されることを決 して意味していない。誇 りを持 って自分固有のものを世

界に普遍化 して世界的水準をつ くって、同時に馴染みのない外国文化を広い心で受け入れて自分

のものに消化 しなければならない。従 って、正しい世界化は特殊性の中で普遍性を伸張 して、普

遍性の中で特殊性を生か してい くことで成 り立つだろう。この様な点から、学校教育と社会教育

は我々固有の伝統文化にたいしてより高い関心を持つ ように しなければならないのである。

世界化教育:世 界化時代に我々に要求されていることは、世界市民としての指導力を身につける

ことである。また、世界の色々な民族ととても平和に生きてい くのに必要な平和教育が要求され

ている。そして、全国民が少なくとも一つの外国語が駆使できるよう、外国語教育が強化されな

ければならなくて、先進国だけでなく開発途上国の社会 ・文化に対する理解を援助するよう、国

際理解教育がより活性化されなければならない。

地方化と教育:反 面 「考えは世界的に、行動は地域的次元で(Think　 globary,　act　locally)」とい

う言葉が示唆するように、地方化は世界化 と共に未来社会の主要な特徴の一つである。 これは、

集中 ・統制から分散 ・自立の拡大へ、画一化か ら多様化への趨勢と軌を同 じくしている。地方化

時代では、地方 自治団体が財政を含んだ初 ・中等教育諸般の事項について責任を持つ ことが理想

的である。まさにこの様な教育の地方化 という視角から教育自治が新しい姿に変化 しなければな



らない。地方教育自治は教育の地域的特殊性の実現 と共に、単位学校の自立性を拡大する方向へ

の変化が模索されなければならない。

2.韓 国教育の懸案問題

力.韓 国教育の成果

国家発展の原動力としての教育:こ の間韓国教育は量的な面で世界でその類例を見ないほ どの力

の程度に急速に膨張してきた。初 ・中等教育は普遍化されて、高等教育もすでに大衆教育の段階

に来て普遍化の水準にいたっている。量的側面からみるな らば、我々の教育は世界の頂上圏に

登ってきた。これはなによりも我々国民の熱い教育熱の結果である。天然資源が貧弱な我々の国

がこれだけの経済発展を成 り立たせることができたのは、教育を受けた人的資源が豊富だったた

めだ と評価されている。また、全国民の教育水準の向上はわが国の民主化を促進するときにも寄

与してきた。この様にわが国の教育が国家発展の原動力となってきた事実は、今や全世界が認め

ていて、多 くの開発途上国は国家発展のモデルをわが国に求めている。

ナ.韓 国教育の懸案問題

韓国教育はこのままでは駄 目だ:し かし、今までの産業化に寄与 してきた我々の量的成長中心の

教育だけでもって、高度の創造力と高い品格を持った人間を要求する未来情報化 ・世界化時代に、

世界中心国家として懸命に努力する新しい国民を育てていくことはできない。だとすればなにが

問題なのか?一 つには 「暗記主義入試教育」が問題である。校門を出る毎に忘れるしかない断片

的知識だけを暗記する、現実から遊離した教育が問題である。韓国のように教育熱が高い国がな

く、韓国の学生たちのように勉強に苦しむ国もないけれど、仕事場では ‘不良品'人 力として判

定を受けることが、わが教育の実情である。要は我々の教育は現実の中で呼吸する生きた教育 と

なっていないとい うことである。

入試地獄の中に埋もれている創造性:学 生たちは学父母の期待に応えるために、「入試地獄」 の

中に生きているといっても過言ではない。その上実際には選択の余地な く履修する科 目が他のど

の国よりも多い。この様な状況で、学生各自の個性を生かして創造的思考を培養することは とて

も難 しい。

　周辺の事物と人間の生について好奇心と質問で充満 していた子どもたちは、一つの正答だけを

要求する 「客観式」試験準備のために画一的 ・一般的講義中心の授業の中で、自発的な探求活動

と質問が抑制されている。この様な状況の中で、学生たちの多様な能力と着想を開発 して創造性

を伸張 させる教育をするようにすることは、贅沢な注文ではない。この様な教育体制に長 くとど

まればとどまるほど、創造性と思考力が低下することは明らかである。この様な教育体制をその

ままにして、ニュー トンのような科学者、ピカソのような芸術家、エジソンのような発明家、 ビ



ルゲイツのようなコンピューター天才が誕生するのを期待することは縁木求魚の如 しである。

　「高価な学校教育」 と過重な私教育費:我 々の経済と社会はこれまでの30余年間ウサギのように

跳ねてきたが、国家発展の原動力である教育は累積した過小投資で古木のようになった。世界各

国が人工衛星と先端技術を活用 して、21世紀教育をしている今、我々は白墨と黒板に依存す る19

世紀教育を している。学校教育のために投資 された教育財政が貧弱で、我々の学校 と教育施設は

前近代的水準にとどまっている。一言でいえば、韓国の経済水準は今日世界の第12位 圏に肉薄し

ているが、教育条件は恥ずかしくも世界最下位圏に留まっている。

　 この様に、学校教育が不実化 している現実の中で、我々の学父母は過重な私教育費で苦痛を受

けている。国民が半年に支出する私教育費の規模は継続増加している。最近の調査によれば、私

教育費規模は公教育費の規模をはるかに凌駕 している。

*1994年 教育予算は11兆5,595億 ウオンで、GNPの 約3.8%、1994年 私教育費総額は17兆4.640

　億ウオンで、GNP約5.8%規 模だった。

画一的規制中心の教育行政:ま たわが教育は硬直した規制に束ね られて画一的に運営されている。

その結果、学校の自立性は極度に除外されて、多様な教育プログラムを学生たちに提供できない

ために、学生たちの多様な資質と創造性が最大に培養される条件が準備されていない。結局、教

育供給者便宜中心の硬直した教育だけが学校に存在 して、画一化 した教科書依主の安易な暗記教

育だけが生き残っている。

入試中心教育で道徳教育の喪失:入 試中心教育の病弊は大学教育に対する過剰要求にその根源が

ある。大学に行 こうとする人たちが大学収容能力を超過することで生まれる大学病弊現象は大学

入試競争をおだてることで、初 ・中等教育全体を非正常化させている。教育の課程で生まれる教

えられる喜びと学ぶ楽 しさは徹底 して無視されている。試験点数で表現される結果を高めて、学

生は熾烈な競争に没頭 している。人性 ・道徳教育の欠落はまさにこの様な入試中心教育の副産物

である。暗記主義教育の中で、格調高い人格を開発 して、正しく美しく生きる実践中心の道徳教

育は立場を持っていない。

世界最高の教育熱:幸 いなのは世界最高の我々の教育熱である。 この熱い教育熱を創造のエネル

ギーに連結させるためには、新しい教育の水路をつ くらなければならない。こうして我々が生み

出す才能と潜在能力を良 く開発するならば、世界舞台の主翼 として登場できる可能性が どれだけ

かはある。わが国で専門教育を受けないけれ ど、世界舞台で留まって活躍する韓国人芸術家 と科

学者が多い事実は、これを立証 している。



3.解 決策としての新教育体制

　現在の教育の制度的枠を持っていては、新 しい文明の挑戦に効果的に対応するのが難 しいだけ

でな く、今日韓国人が経験している各種教育苦痛を解決することはできない新しい教育の枠、新

しい教育の水路に対する切実な要求がある。 この様な歴史的挑戦に対する新しい応答として、新

教育体制が構想されている。新教育体制はまさにこの様な二大課題を同時に解 くことのできる長

・短期的な教育的総合処方である。

　世界の中心にそびえる山、新韓国になる最善の道は今 日の教育を果敢に手術 して、新教育体制

に変身させる道である。これが新教育体制構想の基本趣旨である。

Ⅱ.新 教育体制のビジョンと目標

1.新 教育体制のビジョンと特徴

力.新 教育体制のビジョン

　　何時でも、誰でも、何処でも希望する教育を受けることができる道が広々と開放さ

　れた 「開放教育社会、生涯学習社会」建設

○開放教育社会(EDUTOPIA)

－教育時期の開放:生 涯を通 じてしたい時には何時でも勉強できる道の開放。

－教育場所の開放:先 端情報通信技術の教育的活用が極大化 して教育への通路をどこへでも開放。

－教育機関間の開放:単 位銀行制等によって学校 と学校、学校 と社会教育機関間の通路が開放。

－大学教育の開放:学 科の壁を低 くして最小提供認定単位制の導入で多専攻 ・複合学問の通路が

　開放されて、時間制学生、大学編入学の自由な許容による学校の門の開放。

－中等教育の開放:一 般系、実業系と特殊目的高等学校間の転学を易しくして、教育課程が多様

　化 ・特性化されて教育プログラムが学習者に多様に開放されること。

－だれにでも開放された教育:障 害児、諸島僻地および農漁村学生を含んでだれでも、いつでも、

　 どこでも少ない費用で良質の教育を受けることのできる開放教育体制。

ナ.新 教育が志向する人間像

○共に生活する人間:一 緒に生活する人間は高度の合理性を要求する未来社会で豊富な感受性と

　熱い心を持って、人間と人間、そ して人間と自然環境に対す る正しい関係の中で本当の生の意

　味を探す ことができると信 じて行動する共同体意識が強い道徳的な人間である。

○賢明な人間:賢 明な人間は未来情報化社会の革新である知識 ・情報と技術を創造 して、進行す



　 るこれ らと自然環境との調和のなかで、より便利で安楽な人間生活のために賢 く活用できるよ

　 うな創造的な人間である。

○開放的な人間:開 放された人間は生の空間が自分の地方と国を超えて全世界に拡張されている

　 ことを直視 して、世界の色々な国の人たちと調和 して生きてい くことのできる世界市民として、

　 同時に国際化 ・世界化 ・開放化時代を主導的に変えてい くことのできる進取的で堂々とした韓

　国人である。

○仕事をする人間:仕 事をする人間は仕事自体をとても貴重なことと感じていて、仕事を通 じて

　 自己実現を意図するだけでなく社会の発展にも貢献すると信じる中で、健康な職業倫理を持 っ

　て自分が信 じることに最善を尽 くす自立的で生産的な人間である。

タ.新 教育体制の基本特徴

○学習者中心教育

　教育供給者である学校及び教員と、教育行政機関の便宜中心教育から学習者中心の教育に転換

　する。教育供給者間に多様な教育プログラムの競争を通 じて、教育受容者である学生と学父母

　の教育選択権を拡大する。

○教育の多様化

　従来の画一的で序列化された教育に変えて多様な教育プログラムと特徴化された学校を設置 ・

　運営することによって学生の潜在能力、創造力及び人格を涵養するようにする。

○ 自立 と責任制に基づいた学校運営

　規制 と統制中心教育運営に代えて個別学校の自立と責任性中心の教育運営に転換して、学父母

　及び学校関係者の自発的参加によって学校が効率的に運営される。

○ 自由と平等が調和 した教育

　全ての人たちが自分たちの潜在能力を最大限に開発できる自由な領域が保証されると同時に、

　教育的に分離された位置にある人たちにはそれを克服できるような平衡装置が用意されて、教

　育の容易性が確保される。

○教育の情報化

　先端メディア情報通信技術を活用して、だれでも時間と空間の制約を受けることな く、希望す

　る教育を受けることができる21世紀型開放教育が実施される。

○質高い教育

　学校 と教員、そ して学生に対する客観的で厳正な評価体制 と堅実な財政支援、サービス主体の

　教育行政等の総合的な支援体制を通 じて教育の質を向上させる。

2.新 教育体制の 目標

□開放教育体制



　誰でも、何時でも、何処でも希望する教育を受けることができる開放教育体制を構築すること

によって、全ての国民が自己実現を極大化できる教育福祉国家(EDUTOPIA)を 創 り上げる。

○開放教育体制の中で学校を含む全ての教育機関の移動、同一の教育期間内でのプログラム及び

　専攻間の移動を容易に して、だれでも適性 と能力にあった教育を受けることができる。

○新 しい単位銀行制度等制度的装置 と先端情報通信技術を活用 して家庭、学校、職場が教育的に

　統合されてだれでも、いつでも、どこでも学習が可能な社会 となることである。

○先端遠隔教育基盤施設拡充等によって、諸島僻地や農漁村地域等相対的に分離された条件に置

　かれている学習者たちにも均等な教育機会が与えられるようになる。

□初 ・中等教育

　学習者の多様な個性を尊重 して、人格(道 徳性、社会性、情緒等)及 び創造性を最大限伸張さ

せる教育体制を整えることで全ての学習者の潜在能力が最大限開発されるようにする。

○学生が選択できる学校 とプログラムが多様になって、個人の学習能力の違いを考慮 した教育課

　程が運営されて、個人の適性 と能力に応 じて希望する勉強をする。

○教員は専門性と自律性が伸張され、研究 して上手 く教えることに専念できるようにして、品位

　 と能力のある教員を優待する。

○学父母と教職員が自立的に学校運営に参加 して、素敵な 「私たちの学校」共同体をつ くる。

○古い施設を現代化して、先端通信技術を活用できる学習環境をつ くる。

○各級学校の運営過程と結果を評価 して、学校運営の公共性 と透明性を明らかにして、教育受容

　者が教育の質を判断できるようにする。

□高等教育

　 大学運営を自立化 して研究条件を世界化して大学モデルを多様化することによって、大学が世

界的水準の学問と科学技術創造の産室となって、社会各分野が要求する最適の資質と能力を備え

た多様な人材が要請される。

○大学教育の質的容易性を向上させるために世界水準の先端学習情報センターを設置して、世界

　 水準の研究が可能になるように支援を強化 して、大学評価に応じた格差のある差行 ・財政支援

　 体制を確立する。

○大学モデルが多様化されて、大学定員及び学事運営が自律化されて、準則主義によって大学が



　 設立される。

○大学入学定員選考は原則的に大学 自律に委ね られて、国 ・公立大学はは国家が提示する選考基

　 準及び方法を遵守するようにして、初 ・中等教育の正常化、加熱課外が緩和されるようにする。

○全ての大学非進学者 と就業者たちに先端情報通信技術を活用 して、高等教育水準の職業教育を

　 受けることのできる機会を与える。

○世界化、情報化専門要員養成のための単設専門大学を設置する。

□総合的教育支援体制

　 教育財政が画期的に拡充されて、各種規制が総合的な評価体制が構築 されることで教育の質が

大きく向上する。

○新教育体制構築に必要な教育財政を確保する。1998年 までには教育財政を対GNP比5 .0%水

　 準を確保する。

○教育の情報化基盤を助成 して教育受容者が教育プログラムを選択する際に必要な情報を提供 し

　 て、自律化に対する教育の質管理のために総合的な評価及び教育情報融通体制を構築する。

○教育法を初め として教育関連法令を21世紀に合 うように整備す ると同時に、各種規定が緩和さ

　 れて、単位学校が自律と責任に基づいて運営される。

○地方自治団体の教育に対する責任制 と教育の専門性が均衡を持 って伸張されて、地方教育自治

　 への住民の参加が拡大される。

○情報化時代にあった職業 ・技術教育体制が運営されるよう効率的な国家の管理体制を整える。

○教育が固定 された体制ではなく、社会の他のいろいろな領域と有機的な関係のある一つの体制

　 として把握されて社会諸般領域 との相対的な連携の中で発展する。

3.新 教育体制樹立のための教育改革の推進原則

　　　　教育改革の推進原則

　　教育の容易性(　　　 )を 伸張するために各級学校運営に自律と競争の

　　原理を導入する反面、疎外階層と地域のためには均衡性が確保されるよ

　　 うにすることによって体系的な評価を通 じて教育の質が管理 されるよう

　　にする。

○各級学校:各 級学校は自律を土台に、良質の教育サービス産出のために競争するよう誘導する。



○学生と学父母:学 生と学父母は十分な教育関連情報に基づいて、適正 と能力にあった教育プロ

　 グラムを選択できるようにする。

○教員:教 員は教育改革の主体 として現場からの改革に積極的に参加することによって、現場を

　 変化させる。また、教員は次世代を育成することにおいて次代の変化を予見して、未来を予測

　 する先見者的役割を遂行するようにする。

○政府:政 府は各級学校教育の質を評価 ・支援してその結果を提供して、教育情報融通基盤を構

　 築して、公 ・私立間、社会階層間、地域間均衡性を向上 させる。

○社会各部分:企 業は賃金及び雇用慣行を学閥中心か ら能力中心へ変更する。そして言論 ・教員

　 団体 ・社会団体 ・学父母団体等は教育改革のための意識改革 の先導的役割を担当す ることに

　 よって教育条件改善のために積極的に参加す る。

2,新 教育体制の目標　　　　　　(略)

3.新 教育体制樹立のための教育改革の推進原則　　　　　(略)

Ⅲ.新 教育体制樹立のための教育改革方案

1.開 放教育社会、平生学習社会基盤構築

　情報化 ・社会化時代の到来とともに、知識 ・情報の量は増大 ・複雑化 して、その生産 と消滅の

周期がとても早 くなった。今すべての国民に平生学習機会を保障することは、各個人が人生を成

功的に生きるために、切実な事である。従 って、誰でも、何時でも、何処でも勉強できる開放教

育体制の基盤を構築することは時代的要請である。

　 このために制度的基盤 として何時、何処で個人が履修する課程を評価して、単位 として認定 し

て、学位取得もできるようにする単位銀行制、学生が願 う時間に勉強できるようにする時間制登

録制等を樹立する。これと共に先端通信媒体を活用した遠隔教育体制構築、学生の転 ・編入学許

容、専攻履修単位縮少、学校 と社会教育機関のプログラムの多様化等を推進する。

　技術的基盤構築のために誰でも、何時でも、何処でも希望する学習資料 と教育情報を求められ

るよう 「国家マルチメディア教育支援センター」を設置 ・運営する。

カ.開 放教育体制の制度的基盤構築



○単位銀行制(Credit　 Bank　System)の 導入:い つ、何処でも、個人が客観的に評価 ・認定 され

　 た教育課程を履修した場合、学点として認定を受けられるようにして、これが累積されていっ

　 て基準を充足すれば、学位を修得できるようにする単位銀行制を導入する。この制度は新 しく

　 設置される 「教育課程評価院」(仮称)で 管掌するようにする。

○学校の平生教育機能拡大:大 学の教育施設 ・設備、情報 ・資料及び教育プログラムを一般に開

　 放 して、現場経験者の入学機会を拡大して平生教育に貢献するようにする。初 ・中等学校の場

　 合には放課後学校施設 ・設備を開放 して 「地域社会文化センター」としての役割を遂行す るよ

　 うにする。

○時間制学生登録実施:学 生が必要に応 じて時間制(part　time)で 登録できるようにして、職場

　 と学校を連結 させて,ま た一つの教育機関が互いに連結 されるようにする。このために単位の

　 登録制、定員の自律的運用、卒業年限の延長等がともに推進 されるようにする。

○教育プログラムの多様化:各 種教育機関内(学 校、社会教育機関、遠隔教育機関)教 育プログ

　 ラムを多様性を持って運用して、教育需要者(学 生、職場人等)が 願 うプログラムを選択でき

　 るようにする。また、多様で特性のある教育機関が多 く出現するよう、競争による教育の質向

　 上が成 り立つようにする。

○学校の転 ・編入学許容:大 学の編入学を容易に して、高等学校(一 般系、実業系と特殊目的高

　等学校)間 の転学を許容 して、学生が自分の進路選択に応 じて勉強できるようにする。

○最小専攻認定単位制導入:大 学学科間の壁を低 くし、学生がある学科に属したいと願えば勉強

　 (専攻)を いろいろ変更できるよう、専攻認定単位を総履修学点の1/4-1/6水 準に大幅に下げ

　 る。

○農漁村の教育場化:先 端マルチメディアを活用する遠隔教育を通 じて、農漁村でも良質の教育

　を受けられるようにする。また、一つの農漁村地域に教育情報基盤施設を優先的に拡充 して、

　寄宿舎のある大学を積極誘地 して、地域別拠点優秀学校を育成 ・支援 して、農漁村を教育場化

　する。

○女性及び老人の再教育機会拡大:先 端マルチメディアを活用する開放教育体制を通 じて、女性

　のための情報産業関連職業 ・技術に関する再教育機会を拡大 して、老人のための福祉プロクラ

　ムを提供する老人教育を活性化する。



○成人学習者の多様な教育要求受容:社 会適応教育、職業 ・技術再教育、成人教養教育、父母教

　育、教員研修等遠隔教育非学位課程を開設 して、成人学習者の多様な教育要求を受容するよう

　にする。

○遠隔教育支援体制構築:総 体的に費用が少なくて効果的な先端媒体(CATV,　 PC,　 VT

　 R,CD-ROM,　 VOD)を 教育的に最大限活用 して教育の質を向上させ、すべての地方に

　教育の機会を拡大すると同時に、教育財政の圧迫要因を減 らすようにする。多様な教育受容者

　の必要に反応する水準の高い多様な教育プログラムを提供する。

　　遠隔教育の実施で複式授業を解消 して、農漁村でも質の高い教育を受けられるようにする。

　また、障害者(聴 覚障害者、肢体不自由者等)は 家で希望する勉強できるようにして、零細民

　等も家で職業、技術を学べるようにする。

○新大学の試験運用(下 半期推進課題):試 験的に導入された新大学は新しい形態の2-4年 制

　産業技術高等教育機関として、単位銀行制を通 じて在宅教育と職場での教育をあわせて、誰で

　も、何時でも、何処でも職業技術教育を受けることができる開放教育制である。

ナ.開 放教育体制の技術的基盤構築:「 国家マルチメディア教育支援センター」(仮称)設 立

○ 「国家マルチメデ ィア教育支援センター」(仮称)設 立:学 校教育、社会教育、職業 ・技術教育

　が情報工学的に連携 されている開放教育体制の総合的支援のための 「国家マルチメデ ィア教育

　支援センター」(仮 称)を 設置する。

　－目的:こ のセンターでは活用可能なあらゆるマルチメディア学習資料を開発 して、相互連携

　　 して誰であれ、何時でも、何処でも希望する学習資料を求められるよう支援する。

　－性格:情 報提供機関として設置する。

　－機能:教 授一学習及び職業訓練のためのCD-ROM等 、各種マルチメディアソフ トウエア

　　の開発支援、電子形態の学習資料の公募 ・購入と公開、紙 もの類 の学習資料 の電子化及び

　　データベース化(DB)、 教育 ・訓練のための国 ・内外の情報資料の所在把握及び提供、単位

　　銀行制導入による多様な教育プログラム開発 ・提供、人工衛星 ・CATV・ 超高速情報通信

　　網等伝達体系の効率的な教育的活用方案考究、マルチメディア関連教師研修、関連部署遠隔

　　教育事業の合議 ・調整等である。

○ 「教育情報化推進委員会」構成:同 センターの設立準備のため。大統領直属の諮問機構として

　 「教育情報化推進委員会」(仮称)を 関連部署(教 育部、情報通信部、労働部、通産産業部、文

　化体育部、科学技術庁、公報所等)、関連学会(教 育(工)学 、情報工学等)、関連産業体、言



　 論系統の代表で構成 して一次的に運営する。

2.大 学の多様化と特性化

　 画一的な大学体制、研究を活性化させない条件 と風土、勉強を しな くてもできる学事運営、効

率的大学運営を妨害する各種画一的政府統制等で、大学の質的水準が世界水準に大きく達 してい

ない。

　 社会化分野が要求する多様な資質 と能力を持った人力を培養できるよう大学モデルを多様化 し

て、特徴化するようにする。それだけでなく、大学の定員と学事運営を自律化 して、設立基準を

多様化 して、この準則に従って学校設立ができるようにする。

　 大学教育の質的水源性を向上させるために、世界水準の先端学術情報センターを設立して、世

界水準の研究が可能となるよう支援を強化し、大学評価に応 じた差等行 ・財政支援体制を確立す

る。

カ.大 学の多様化と特性化

○大学の多様化 と特性化:社 会各分野が要求する多様な能力と資質を持 った人材を養成するのに

　 あった多様なプログラムで交際された大学モデルを大学自らが自律的に設計、運営するよう誘

　 導する。そうして、各地域の特殊性に合わせるよう大学を特性化 して、多専攻 ・複合学問研究

　 が可能になるよう、最小専攻認定単位制(総 履修単位の1/4-1/6)を 導入する。

*大 学モデルの例

　 ①学者になろ うとする学部課程学生の為には、特定学科の所属 しないで学生が自立的に教育を

　　受けている大学(ア メリカのUnivercity　College)

　②社会が要求する分野の管理者によって、数個の学問分野を複合的に構成 して、全専攻するよ

　　 うにする大学(例:イ ギリスのオックスフォー ド大学のPPE(哲 学、政治学及び経済学)、

　　 EEM(機 械工学、経済学及び経営学)

　③特殊分野専門家養成(建 築学等)に 必要な専門教育に比重を置いている大学

　④音楽 と美術、演奏、批評等の芸術教育においてその特徴に応 じた多様な教育課程を運用する

　　大学

　⑤産業現場に従事する技術者養成のための現場 と連携 した教育プログラムを運用する大学

　⑥学生は学部または学科に所属しているが、専攻履修単位を総履修単位の1/4-1/6水 準に最小

　　化して、学生が希望すれば他の専攻 ・複合学問研究が可能となる大学等。

○世界化 ・情報化専門要員養成のための単設専門大学院設置:現 場中心の実務 と理論を兼ね備え



　た世界化 ・情報化(例:情 報通信、通商外交、デザイン等)専 門要員を要請するために学部の

　 ない別途の専門大学院を設置できるようにする。

　 *通 商外交専門家養成を目的とする専門大学院では、外国語だけを使用 して教育することがで

　　 きる。

ナ.大 学設立、定員及び学事運営自立化

○大学設立認可制から準則主義への転換:画 一的な学校設立基準をやめて、学校の設立 目的と学

　校の特性に応 じて学校設立基準(施 設 ・設備、教員及び適正財政規模等)を 多様に規定して、

　一定基準を充足すれば学校を自由に設立できるようにする。大学設立準則主義は1996学 年度か

　 ら施行されて、非首都圏地域か ら段階的に実施する。但し、制定された学校設立に関する準則

　は次の原則を反映するようにする。

　 *準 則主義を通 じて良質のプログラムを持った、小規模の特定化された多様な大学が設立され

　　 るようにする。

　－準則主義導入の原則:

　　①国家教育政策の全体的構造と相応しなければならない。

　　②学校設立基準はすべての学校が充足するようにする最小の基準に他ならなくて、学校が追

　　　究しなければならない質的改善の目標(基 準)は 評価機構で提示される。

　　③政府は各学校で 「学校憲章」を自律的に制定 ・提出するようにして、「学校憲章」の履行の

　　　可否を大学評価の対象と見なしている。

　　④学校法人が新しい学校を設立しようとする場合には、別途の新しい施設 ・設備、教員及び

　　　収益用基本財産、等を確保 しなければならない。既存の学校施設 ・設備、教員及び収益用

　　　基本財産等は重複 して使用できない。

　－ 「準則案制定委員会」構成:こ の細部推進事項は高等教育機関の役割と機能、教育の質管理

　　等の側面を十分に検討 して樹立され、「準則案制定委員会」(大 学関係者、産業体代表、法律

　　専門家、学父母、教育行政家、関連部署等で構成)で 上記原則によって法定基準を準備する。

　　 *「 学校現場」には設立理念、教育プログラムの内容 と特徴、学校運営の原則 と基準(教 授

　　　採用、定員管理、財政運営と公開等)、学生選抜方式 と基準、教授陣の内容 と業績、学事管

　　　理の基本方針、卒業生の進路等を含むようにして、学生と学父母が大学選択時、参考にで

　　　きるようにする。



　　 *準 則主義による新 しい法定基準が制定されるならば、既存 の高等教育機関は一定期間内

　　　 (例:3-5年 以内)に 新 しい基準を充足 しなければならない。

　　 *各 校等教育機関(専 門大学、開放大学、4年 制大学等)は 自由に名称を使用することがで

　　　 きるが(例 示:○ ○専門大学→○○大学)、法律的区分は維持される。

○大学定員及び学事運用の自律化:大 学評価と連携して大学定員を漸進的に自立化 して、学事運

　営を大学 自律に結びつける。学位の公信力及び国際的通用制を提高できるよう準則主義に よっ

　 て新設 された大学については学位認定制を導入する。

　 *大 学定員の自律化は1997学 年度から施行されて、非首都圏地域か ら段階的に実施する。

　 *医 大及び薬大等、医療人材養成大学の定員規模は関係部署と協議 して決定する。

タ.学 術研究の一流化

○研究の世界化:大 学の研究水準を世界一流の水準に変えていくために外国碩学との共同研究支

　援を画期的に拡大 して、世界碩学と共同で編集す る韓国主導の国際学術誌発行を支援する。優

　秀な教授要員を大幅に確保して、特に理工系の実験 ・実習機材を現代化 ・先端化して学問と科

　学技術創造の産室としての大学の役割が可能になるようにする。同時に、大学間相互の競争風

　土助成とともに協力体制が構築 されるようにする。

○先端学術情報センターの設置:教 授が何処であれ国内 ・外の重要な学術資料及び情報を研究に

　活用できるようにし、世界的な情報データ電算網を国内各大学の図書館とネッ トワークを連携

　する世界的水準の先端学術情報センターを設立する。 このために、政府は大学別に専門分野に

　ついて特性化 されたデータベースを構築するよう支援する。このセンターは人文社会系、理工

　系及び芸術系等全領域を含めてすべての学術情報を総合管理するようにする。

　 *ア メリカの国会図書館のように大韓民国国会に設置する法案を検討

○大学評価及び財政支援連携強化:

　－評価 と財政支援連携強化:大 学教育の自律化を追求する反面、大学評価を強化 して、その結

　　果に応 じた財政支援が連携されるようにする。個別大学は毎年自体評価を実施するように誘

　　導する。そして3-4年 周期で大学研究及び人材養成に対する総合評価と、1-2年 周期で教育受

　　容者の大学満足度調査及び大学の特性化された領域について分野別評価を該当大学以外の機

　　関(例:政 府、大学教育協議会、産業体、学生 ・学父母等)に よって実施する。



　　　大学の自体評価と該当大学以外の機関による評価結果を考慮 して財政を差等支援して、支

　　援単位を大学から系列又は学部(又 は学科)単 位へ転換して集中支援することで大学の多様

　　化 ・特性化を誘導する。

　－研究と財政支援連携強化:政 府の大学財政支援を教授研究費 と連携 して実施することで、大

　　学 として優秀な教授を競争的に確保するよう誘導する。そのために、政府が教授に研究費を

　　支援する場合、教授には研究費を支給 して、彼が所属する大学には彼の研究費水準の間接費

　　を支給する。

　－財政 ・会計管理制度改善:大 学財政運営の自律性と融通性を提高する反面、予 ・決算を義務

　　化す る。

ラ.大 学の国際化

○国際関係専門人力養成:国 際関係専門要員及び地域専門家養成のために専門大学院を設置して、

　国際地域研究が活性化されるよう支援する。そして、国際関係専門人力に対する情報をデータ

　ベース化して、必要な専門人力を効率的に活用するようにする。

○外国人留学生政策改善:政 府招請外国人留学生の数を増やして、これに対する財政支援を拡大

　する。外国人留学生のための韓国語専門研修を強化する。外国人留学生が多い大学の場合、外

　国人留学生業務専担機構を設置す るようにする。

○高等教育機関の海外進出支援:海 外公民密集地域(日 本(大 阪)、米国(L.A)等)に わが国の

　大学の分校設立を支援する。

○韓国文化正体制確立:韓 国人として民族的誇 りと正しい国家観を持つ よう、韓 国文化を大学

　 (初 ・中等学校包含)教 育課程に忠実に反映するようにする。すべての学生が韓国伝統文化芸

　術を内部で少なくとも1種 類だけでも修得するよう教育する。韓国文化を外国人に正しく理解

　 させ、海外同胞 と在外韓国人たちの文化的現代意識を強化するために、衛星通信を利用 して韓

　国文化に関する遠隔教育を実施する。

3.初 ・中等教育の自律的運営のための 「学校共同体」構築

　現在初 ・中等学校では学校運営の自律性が不足して、学父母の学校運営への参与が不十分で、

単位学校の自律的価値が成 り立 っていない。教育の住民 自治精神を具現化 して、単位学校の自律

性を拡大して学校教育の効果を極大化 して教職員、学父母、地域社会人代表等が自発的に責任を

持 って学校を運営する 「学校共同体」構築を実施する。

　単位学校の教育自治を活性化 して、地域の実情と特性にあった多様な教育を創造的に実施で き



るようにする単位学校別 「学校運営委員会」を構成 ・運営するようにする。

　 また、学校共同体が希望する教育者(校 長 と教師)を 招聘 して、「優れた私達の学校」をつ くれ

るようにする制度的装置の一つとして 「校長及び教師招聘制」を一部学校で実施する。

○ 「学校運営委員会」設置:学 校共同体中心の教育運営を活性化するために、国 ・公立初 ・中等

　 学校に 「学校運営委員会」を設置 ・運営する。

　 －構成:学 校運営委員会は教師を含んだ教員、学父母、地域代表、同門代表、教育専門家等で

　　 構成 される。

　 －機能:

　　 ①審議:予 算及び決算、選択教科、及び特別活動プログラムの選定、学校憲章又は学校規則

　　　 の制定等に関 して審議する。

　　 ②議決:同 委員会は 「校長推薦委員会」又は 「教師推薦委員会」を構成 ・運営して、学校発

　　　 展基金の助成及び使用を決定 して、地域社会寄付金徴収及び管理業務を担当する。放課後

　　　 教育活動の実施可否と費用を決定 して徴収する。

　　③諮問:そ の他学校運営諸般事項に関する諮問をする機能を遂行する。

　　 *私 立学校の場合には委員会の設置を勧奨して、その機能は学校運営諸般に関する諮問に局

　　　 限するようにしている。ただ 「学校運営委員会」を設置する私立学校の場合、この委員会

　　　 で寄付金を受けて学校発展基金を設置 ・運営す ることはできる。

○ 「学校長招聘制」試験実施:一 部学校に限って 「学校長招聘制」を試験実施 して、教育受容者

　である学父母等が願 う校長を招聘できるようにする。学校長招聘制の実施方法と招聘校長の資

　格基準は市 ・道教育監が地域実情を考慮 して決定する。

　　管轄教育庁は学校で定めた招聘条件によって候補者を公開募集 して、「学校運営委員会」が

　推薦 ・構成する 「学校長推薦委員会」はその学校に応募 した校長候補者の中から学校経営者 と

　 しての指導力と専門性、学校経営構想等を評価 して、最適任者2名(優 先順位明記)を 選定 し

　た後、任命権者に任用提請する。

　　招聘 された校長については延任制限を適用 しない。

　 *1996年 度から校長任期が満了になった り、定年や公職になった国 ・公立学校を対象に実施 し

　　て、私立学校については この制度の実施を勧奨する。

○ 「教師招聘制」試験実施:「 学校長招聘制」によって任命された学校長は個別学校教師定員の

　20%範 囲内で、学校の多様なプログラム運営に適合する教師を招聘できる。管轄教育庁は学校



　で養成した招聘 条件に従って推薦者を公募して、基準に適合した資格を所持 した教師が応募す

　るようにする。学校長は該当学校に応募した教師候補者の中で 「学校運営委員会」の諮問を受

　けた最適任教師を選定して、任命権者に任用申請す るようにする。

　　 「学校長招聘制」を実施 していない学校は 「学校運営委員会」で個別学校教師定員の20%範

　囲内で教師を招聘できる。教師招聘方法は 「学校招聘制」学校で実施する 「教師招聘制」に準

　 じて、「学校運営委員会」で学校長の諮問を受けた最適任者教師を選定す る。「学校運営委員

　会」は必要時 「教師推薦委員会」を構成 ・運営することができる。

　　ただ、「教師招聘制」の試験実施方法 と招聘教師の基準等は市 ・道教育監が地域 の実情を考

　慮して決定する。

4.人 格及び創造性を函養する教育課程

　急激な産業化に よる物質万能主義、産業的大衆媒体 と有害環境等が複合的に青少年の非行 と脱

線を増加させている。また、入試依主の暗記教育が画一的評価体制で個人の特性 と多様性が無視

されて未だ均衡化された人間だけが養成されている。 このような社会的 ・教育的問題を解決する

ために、人格 と創造性を養成する教育が強化されなければならない。

　学校級別によって体系化された人格教育を実施して、知識中心の道徳 ・倫理教育を実践中心の

教育に改善 して、学生のすべての活動事項を 「総合生活記録簿」に記載 して、学生選抜 自薦講師

料として使用するようにする。そ して、家庭教育と連携して幼児教育か ら人格教育を強化 して、

マスコミの教育的機能を強化するようにする。

　学生の多様性を教育課程の編成 と教育方法を通 じて創造性を伸張して、自己主導的学習態度を

函養して、情報化時代の開放教育社会の中で生きることと学ぶことを一緒に楽 しめるようにする

と同時に、自己実現が最大限行われるようにする。

カ.実 践中心人格教育強化

○学校級別の人格教育の実施:学 校級別に学生の発達水準に合わせるよう体系化された人格(道

　徳性、社会性、情緒等)教 育を実施 して、また正規教科全体に含ませて実施する。

　一幼稚園一国校3年:礼 節、基礎秩序(共 通秩序)共 同体意識教育等強化

　一国校4年 一中学校:民 主市民教育(人 間尊重、公共法秩序、合理的意志決定等)強 化

　一高等学校:世 界市民教育(他 文化の正しい理解、平和教育、外国旅行エチケット等)強 化

○人格教育方法の改善:知 識中心の道徳 ・倫理教育から抜けて、対話、討論、相談、社会奉仕等

　の実践的活動を通 じて、民主市民倫理を内面化 して、全教育科目にかけて道徳 ・倫理教育が具



　 現されるようにすることで学校を道徳的雰囲気へ転換 させる。新 しい情報化 ・世界化時代にふ

　 さわ しい情報倫理と環境倫理、そして平和愛護 と人類愛の精神に関する内容を強化する。

○青少年修練活動と奉仕活動の 「総合生活記録簿」への反映強化:野 営場及び修練院施設を拡充

　 して青少年の団体修練活動を活性化 して、集団的遊びプログラムを開発して協同的問題解決を

　 通 じて多様な実践学習経験を提供する。放学中、他学年集団野営活動を実施 して共同体意識及

　 び問題解決能力を養成 させる。

　　 青少年個人又は団体修練活動 と学内 ・外支援奉仕活動の内容 と参加時間を 「総合生活記録

　 簿」に記載管理することを義務化 して、上級学校進学時反映されるようにする。

○幼児教育において人格教育強化:幼 児の基本生活習慣を育てるために礼節 ・秩序等実践中心教

　 育を義務化して、家庭教育との連携の中で人格教育が成 り立つよう正しい子女教育方法に対す

　 る学父母教育を強化する。そして、オ リニチップ、ノリバン等保育機関の幼児教育機能を活性

　 化して有効女性人材の活用を増大させる。幼児の発達水準を考慮 した多様な幼児教育資料及び

　教具を開発 して、幼稚園と保育機関に補給する。

○家庭教育との連携強化:人 格教育は学校教育だけでは限界があって、家庭教育との連携の中で

　人格教育が成 り立つようにするようにする。各種社会団体、企業体等の教育及び研修プログラ

　 ムで父母役割を訓練、子女人生指導、次女の学校生活理解、教育情報及び相談等に関する内容

　を強化 して、言論を通 じて人格教育と関連 して家庭教育の重要性について持続的に広報するよ

　 うにする。特に教育放送、CATV等 は体系的な父母教育、家庭教育プログラムを個別化 して

　補給するようにする。

○マスコミの教育的機能強化:青 少年情緒高揚プログラム製作を勧奨 して、青少年有害環境改善

　及び非行(喫 煙、薬物乱用等)予 防プログラム製作を積極支援する。また、青少年の人格教育

　に絶対的な役割を与えるマスコミと淫乱性 ・暴力性 ・犯罪正当の有害環境から青少年を保護す

　るため法的 ・制度的装置を準備する。

　－現在印刷及び映像媒体(漫 画、雑誌、ビデオ等)、娯楽誌、PC通 信等の淫乱性 と暴力性に対

　　する処罰規定が不十分な実情だが、青少年の暴力 と犯罪を予防する各種有害媒体から青少年

　　の保護が切実である。青少年に淫乱性 ・暴力性 ・犯罪性を刺激する各種有害媒体を生産 ・流

　　通 して受ける利益を環収できる法的措置が準備される。

ナ.創 造性を向上する教育課程確立:学 生の適性と能力に応 じた多様な学習をすることができる

　よう、教育課程を次の原則によって改善する。



　－教育課程改善原則

　①必修科 目縮小及び選択科 目拡大:学 生の適性 と能力によって多様な学習ができるよう、初 ・

　　中等学校の必修科 目数を減 らしてその水準を下げて調整す る反面、選択科目数を増やしてこ

　　れに対する深化学習が可能になるよう教育課程を改善する。そして、単位学校で教育課程を

　　決定できる権限を拡大する。

　②情報化 ・世界化教育強化:情 報化 ・世界化時代に対備 して初 ・中等学校でコンピューター ・

　　英語 ・漢字 ・世界文化史等を強化する。

　③水準別教育課程:学 生の能力と適性を考慮 しない画一的な教育課程運営の副作用をやわらげ

　　るために水準別教育課程を編成 ・運用 して、個人の適性 と能力にあった教育が可能 となるよ

　　うにする。

　－ 「教育課程特別委員会」設置:上 で提示 した教育課程の原則のもと 「教育課程特別委員会」

　　を教育改革委員会内に構成 ・運営 して、1995年 までに教育課程基本骨格を準備する。

○教育課程運営多様化:高 等学校の共通必修教科 目の数を減 らし、その水準を現在高校1年 水準

　に低くする。1学 年課程は共通必修科 目中心で編成 ・運営 して、2学 年からは学生の進路選択

　と学習能力に応 じて希望する科 目と水準を選択できるよう多様な選択課程を強化する。このた

　めに進路及び教科担当教師、巡回教師、時間制教師、産学兼任教師、複数専攻教師等の制度を

　活性化 して、移動式授業を導入する。

○基礎学力教育強化:基 本文解能力 と意志疎通能力形成のために国語(読 むこと、書 くこと、話

　すこと等)教 育を、そして問題解決力形成のため脱教科書的読書教育を強化する。

○教科書製作改善:教 科書の執筆 と発行に関して、教育部 と教育庁は概括的基本指針(探 求中心

　の教科書開発等)に よって維持 して、教育界及び関連専門家集団の専門性が自由経済の原則を

　通 じて教科書執筆と製作に投入されるようにする。

　　教科書の選択は各初 ・中等学校に設置 された 「学校運営委員会」の審議をもとに、単位学校

　水準で行われるようにする。そして、情報化時代に対備 してCD-ROM等 電子図書の発刊も

　推進する。

　 *従 来の教育課程の周期的改定をなくし、随時教育課程を改定できるようにする。

タ.個 人の多様性を重視する教育方法確立:



○自己主導的(Self-Directed)学 習能力形成:教 師と教科書中心の画一的な注入式教授一学習方

　法から脱皮して学生が中心となった討論学習、探求学習、実験及び実習学習、創造的問題解決

　学習、「学習する方法の学習」等を定着させる。

　　 自己主導的学習が可能になるよう教科書内容を改善 して、教科の特性を反映できる教育方法

　を研究 ・開発 して適用する。そして、学校ごとマルチメデ ィアを備えた図書室を拡充 して学生

　 自ら学習できるようにする。

○個別化学習(Individual-Paced　 Learning)の 強化:学 生が自分の能力発展程度 と学習進度に

　 よって、先端技術を活用 した新 しい形態の個別化された教授一学習を通じて学生個人の潜在能

　力開発が拡大化 されるようにする。

○先端情報通信技術を通 じた教育:先 端情報技術を活用する遠隔教育を、マンツーマン教育の補

　助装置 として積極活用する。学習に必要な各種各種補充 ・深化材料及び情報に接近できるよう

　にして、学習不振学生には補充学習が、優秀学生には深化学習が可能 となるようにする。学習

　者たちが視 ・空間的制約を脱 して、国内と全世界の科学者、専門家、教育者、学生等 と直接接

　触できるようにする。

○個人の興味と適性を考慮 した教育:学 習者が自分の興味と適性に応 じて学習できる教育用 ソフ

　 トウエアを十分に開発 して、個別学校で活用できるようにする。

○放課後教育活動活性化:各 級学校の学校運営委員会は放課後学生の興味、趣味及び学校施設 と

　地域特性に合わせた各種教育活動を受益者負担で運営できる(例:ピ アノ、 コンピュータ、礼

　節教室、外国語等)。 費用の負担はその教育プログラム運営において要求されている最小限の

　必要経費に限って、別途会計で運営できる。

　　放課後教育活動の指導教師は希望する教員、教員発令待機者又は特定技術 ・技能保有者等を

　契約 ・雇用 した り、学父母及び地域社会人材(産 業体役職員)を 名誉教師として委嘱 して活用

　できる。また、大学や各種社会及び奉仕団体の協力を受けて、教育プログラムを運営できる。

○特殊教育 と英才教育の強化:障 害学生たちが障害の種類と程度に適合した教育を受けることが

　できるよう、特殊学校の設立を拡大する。そして、一般初 ・中等学校特殊教育プログラム運営

　を強化する。

　　各分野別英才を判別できる科学的な道具を開発 ・適用して、英才を早期に発見するようにし

　て、英才が英才 として教育を受けられるよう正規学校内の英才教育と英才教育機関を通 じた英

　才教育を活性化 して、研究所又は大学の 「英才教育センター」の設置 ・運営を支援する。



ラ.世 界化教育及び外国語教育強化

○世界化教育実施:学 士課程学生の海外研修及び留学機会を拡大 して、単位交換制度、姉妹血縁

　等を通じて学生交流を活性化する。PC通 信、インターネ ット、人工衛星等を通 じて外国学生

　 との交流及び学術交流を奨励 ・支援する。世界市民の資質を慣用するため各級学校教育及び社

　会教育で国際理解教育 と平和教育を強化する。

○外国語教育の強化

　 －外国語教育内容の改善:外 国語教授一学習を文法中心か ら会話中心に変えて、学校での評価

　　 と修了試験で会話能力評価比重を高 くする。先端メディアを活用する教育方法を導入 して、

　　 「教室英語」の活性化を して、英語時間に英語教師ができるだけ英語のみを使用するよう勧

　　奨する。

　 －外国語教育支援体制改善:外 国人教師を積極活用 して、外国語教師の外国語能力を向上させ

　　るため国 ・内外研修機会を拡大する。そして、外国語教師の外国語能力に対応する待遇(募

　　集、国内 ・外研修等)を して、外国語専用CATVを 新設するようにする。

　 －外国語教育機会拡大:1997年 から国民学校3学 年 より英語を教え、高等学校で第二外国語の

　　選択が実質的に可能となるよう、巡回教師制を拡大する。

5.国 民の苦痛を減らす大学入学制度

　現行大学入試制度は画一化された暗記中心の入試準備教育を助長 し、人格教育は学校現場で消

えている。過熱課外現象で学校教育の空洞化現象が起こっていて、学父母の私教育費負担は加重

になっている。

　国 ・公立大学は国家が提示する基準に応 じて学生を選抜し、私立大学は初 ・中等教育の正常化、

国民の私教育費負担縮小等の原則下に、学生選抜基準と方式を自律的に定めて、学生を選抜する

ようにする。

　そして国 ・公立大学は必須選考資料 として 「総合生活記録簿」を使用して、選択選考材料 とし

て修了試験、論述、面談、実技等多様な選考基準によって学生を選抜することで学校教育の正常

化を誘導 して、過熱課外を緩和するようにする。

○大学入学制度改善原則:国 ・公立大学は国家が提示する基準に したがって学生を選抜 して、私

　立大学は大学が自律的に定める基準によって選抜することを原則とする。

○国 ・公立大学の学生選抜制度:国 ・公立大学は、1997学 年度から次のような選考資料を使用し



　なければならない。

　　 ・必須選考資料:総 合生活記録簿

　　 ・選択選考資料:大 学就学能力試験、論述、面談、実技

　 *大 学は必須選考資料(学 生生活記録簿)だ けでも学生を選抜することができる。

　－ 「総合生活記録簿」:総 点中心の現行内申制を学生の多様な適性、人格及び高校の共通科目

　　履修成績 と進路に応 じて履修 した選択教科目の成績等を反映する 「総合生活記録簿」で代替

　　する。そして 「総合生活記録簿」に記録された内容の反映比率と方法等は、大学が自律的に

　　定ある。入学選考時各大学は専攻分野に応 じて 「総合生活記録簿」に記録された内容中特定

　　内容(例:学 生が履修 した特定教科 目成績、特定の特別活動又は奉仕活動等)に 加重値を与

　　えた り、特定内容を反映させないことができる。

　　 *け れ ども、反映比率においては現行内申反映比率(40%以 上)を1997学 年度からはまでそ

　　　のまま維持 して、1998学 年以後には大学が自律的に定める。

　－大学就学能力試験:大 学就学能力試験の弁別力を高める(例:分 項数拡大)。 そ して共通必

　　修科 目が縮小されて選択科 目が拡大され新しい教育課程が定着 したときには、高等学校選択

　　科 目の多様化を反映できるよう改善する。

　－論述試験:総 合的な思考能力を測定して、多様な学問分野に適合 した能力を測定できるよう

　　多様に出題できる。

　－面談(口 頭試験)、実技:大 学は必要時面談(口 頭試験等)又 は実技の結果を点数化して選考

　　資料 として使用できる。

　－選考資料活用方法の多様化:選 考資料(必 修及び選択選考資料)の 活用方法(例:反 映科 目、

　　反映比率、加重値付与、多段階選抜等)は 大学別 ・学科別特性を生かすようにする。

　 *1997学 年度 より国 ・公立大学は現行国 ・英 ・数中心の大学別考査を実施できない。

○私立大学の学生選抜制度改善:私 立大学は1997学 年度から自律的に学生選抜基準と方式を定め

　て学生を選抜 して、次の3種 類の原則を尊重するようにする。



　①初 ・中等教育正常化が成 り立つ ようにしなければならない。

　②国民の私教育費(課 外費)負 担を果敢に縮小する方向でなければならない。

　③各大学は学生選抜方式 と基準を可能な限 り早い時期に予告 して学生、学父母が十分に準備で

　　きるようにしなければならない。

　　 *政 府は大学が自律的に定めた学生選抜基準 と方式が信頼性を持つよう誘導 して(例:大 学

　　　評価 自学性選抜基準と方式等も評価 して、その結果を行 ・財政支援 と連携させる等)、 そ

　　　の約束の遵守可否を徹底 して指導 ・監督する。

　　 *各 大学は高等学校での教科選択幅が拡大されるにつれて、学生が自分の進路選択にあった

　　　教科 目を選択できるよう学生選抜方式を専攻分野別(学 部又は学科等)で 多様化できるよ

　　　 うにする。

○国 ・公立及び私立大学の学生選抜共通事項:原 則的にすべての大学は定員及び学事運営自立化

　 と連携して学生を年中何時でも募集できる。大学が一定期間に募集する場合には選抜日程を分

　けて実質的な複数志願が可能 となるようにする(例:総 点制又は面接 日数予約制等)。

　 *産 業体勤労者等に対する入学志願時優待、農漁村学生地域割 り当て制を積極勧奨する。

○進学情報センター運営:学 生及び学父母の学校選択を助けるために、新 しく新設された 「教育

　課程評価院」(仮称)に 進学情報センターを設置 ・運営する。センターはすべての大学の 「学校

　憲章」、大学評価と結果、各種教育関連情報、職業 ・職種情報等をデータベース化して、国家教

　育情報網を通 じて各地域及び個別学校に提供するようにする。

○ 「総合生活記録簿」導入:現 行 「15等級制」中心の内申制度 を学校生活を個人別に記録す る

　 「総合生活記録簿」に転換 して、総合生活記録簿写本を希望する大学に提出して、大学ではそ

　れを入学選考資料 として自由に活用する。

　　新 しい総合生活記録簿の体制は、次の原則 と構成要素を考慮 して開発 ・施行される。

　－ 「総合生活記録簿」の開発 ・施行原則

　　①従来の相対評価か ら達成基準評価へ転換する。

　　②教科別達成水準 と席次は記録され、専攻 と総点に対する全体席次は記録しない。

　　③総括評価機能だけでなく診断 ・形成評価機能を担当するようにする。

　－ 「総合生活記録簿」の構成要素:新 しい総合生活記録簿中には学校で履修したすべての教科

　　 目の達成水準と席次、教科別細部能力及び特記事項、特別活動、団体活動、奉仕活動、資格

　　証獲得、各種大会参加及び入賞実績、性格及び品性等を詳細に記録 して学生の学校生活が総



　　 体的に表れるようにしなければならない。

　 *高 等学校学生の場合、個別学生の進路に応 じて選択できる選択教科 目の数が必修科 目の数 よ

　　 り多 くなって、「総合生活記録簿」に記録された履修教科 目は学生によって異なっても良い。

　 *「 総合生活記録簿」は1996年 から初 ・中等学校の全学年に同時実施する。

　 *1998学 年度までは過渡期的に現行生活記録簿と新 しい 「総合生活記録簿」を一緒に使用 して、

　　 1999学年度からは 「総合生活記録簿」だけを使用する。

　 *内 申反映比率を自立化する場合、大学入学専攻時、農漁村学生地域割当制(quata制)の 実施

　　 を政策的に誘導する。

6.学 習者の多様な個性を尊重する初 ・中等教育運営

　 画一化された学校教育体制 と学生選抜方式は学生の多様な潜在能力開発を妨害している。新 し

い形態の多様で特性化 された高等学校が設立できるよう、高等学校設立準鋼主義を導入する。学

校評価結果 と行 ・財政支援の連携を強化 して教育の質が向上するようにして、初 ・中等学校学生

選抜方式を改善 して、学生に学校選択権を付与する。

カ.中 等教育の多様化と特性化

○高等学校類型の多様化:学 校施設 ・設備基準を学校の特性に応 じて多様化 し、高等学校設立の

　 準則主義を施行 して、多様な形態の高等学校が設立できるようにする。そうして新 しい形態の

　特性化された高等学校(例:国 際校、情報校、デザイン校、学習不振者専担高等)が 可能 とな

　 るようにする。そして、定員範囲内で学群内一般系、実業系及び特殊 目的高等学校間の転学を

　認める。

○芸術教育の特性化:芸 術系学校は学校特性に応 じて教育課程を多様に運営できる。学校設立の

　準則主義によって、多様な形態の芸術系学校が設立できるようにする。

ナ.初 ・中等教育の質向上

○教育条件の改善及び状況均質化:2部 制授業を早期に完全に解消して、過密学級と過大学校問

　題を解決する。教授一学習に必須的に要求される学校基本施設(特 別教室、便宜施設、衛生施

　設等)と 教育用教具 ・設備及び機材を拡充して教育条件の向上均質化を意図する。そして老朽

　学校建築は学生の安全を意図して、多様な学習活動が可能 となるよう現代式建物に改築す る。



○評価 と行 ・財政支援連携で教育の質向上:学 校教育の質的向上のために学校間の競争を誘導す

　 るため初 ・中等学校に対する評価を実施する。学校評価は教育課程運営を始め教師と学生等の

　 領域が含まれるようにされて、評価原則 と基準、方法等は新設された評価専担機構で別途に準

　備 して実施するようにする。学校の評価 と行 ・財政支援の連携を強化 して教育プログラムを多

　様化 ・特性化 して、教育の質向上等に追求努力を多 くする学校に優先支援する。

　 *学 生選抜方式が先複数志願、後推薦へ転換されて、学校評価時に学生志願率が評価事項に含

　　 まれるようになった。

タ.初 ・中等学校の学生選抜方式改善

○国民学校入学年齢弾力的運営:満6歳 となっていな くて、国民学校に入学できない規定を改定

　 して、満5歳 児の場合にも学父母が希望して、所定の身体検査及び能力検査結果就学能力があ

　 ると判定を受ければ、学校の収容能力範囲内で就学が可能となった。

○中学校選択権付与:学 生に学校選択権を付与するために、1996学 年度から中学校の学群内希望

　校を複数申請を受けて抽選 ・配呈する。必要な場合、市 ・道教育監が学群を調整できる。

○一般系高等学校選択権付与:学 生に学校選択権を付与するために平準化地域の一般系高等学校

　 は、1996年 度から学群内先複数志願、後推薦方式によって学生を選抜する。市 ・道教育監は学

　生の学校選択権を広げる方向で学群を広域化する。

　　 1998年 以後、大学教育の多様化 ・特性化がある程度定着されて大学入学選考制度が多様化 さ

　れて、市 ・道教育監が判断すれば、建学理念を明確にして、政府の財政支援のない財団転入金

　及び学生納入均等で運営 ・維持できる 「自立系私立学校」に対する学校選択権を付与する。

　　ただ、「自立系私立高等学校」が学生を選抜するときは、中学校 「総合生活記録簿」と面接又

　は実技試験を基準に、まず入学定員の1.5倍 をとった後、総点によって最終選考を しなければ

　ならない。この際、学生志願範囲は市 ・道水準である。

○特殊 目的学校学生選抜方式改善:特 殊 目的学校(例:体 能中学校、及び特殊 目的高等学校)の

　現行学校別筆記試験選考は1997年 から廃止する。特殊 目的学校の学生選抜時使用する選考資料

　は 「総合生活記録簿」 と面接試験及び実技試験 として、学校 の特性に よって 「総合生活記録

　簿」に表れた特定科 目の成績等に加重値を与えて選考できる。特殊 目的学校については設立 目

　的のように教育課程を運営するよう誘導して、教育課程を変則運営する場合(例:大 学入試中

　心教育等)に はその指定を解消する。



　 *新 しい 「総合生活記録簿」は1996学 年度から初 ・中等学校全学年に同時に実施され、現生活

　　 記録簿には記載されない。1998学 年度までは過渡的に現行生活記録簿と新 しい 「総合生活記

　　 録簿」を一緒に学生選抜資料に使用して、1999学 年度か らは 「総合生活記録簿」のみを使用

　　 する。

7.教 育供給者に対する評価及び支援体制構築

　 現行各種法規によれば、画一的な規制は教育関係者の教育発展のために積極的参加と創造的努

力を妨害 している。また、各級学校教育の質管理ができるようにする評価及び支援体制が確立さ

れていない。教育受容者(学 父母、学生)に 学校選択 と進路選択に必要な情報を提供して くれな

い各級学校の教育課程運営及び学生選抜に必要な資料提供も不充分なのが実情である。

　 学校が自立的で創造的に教育の質を向上させて、良質の多様な教育サービスを提供できるよう

各種規定を最小化するために 「規制緩和委員会」を設置 ・運営する。

　 教育課程及び評価専担機構を設置 して教育課程開発 ・評価と共に学校及び学校運営を評価 ・公

開して、評価結果 と行 ・財政支援 との連携強化を通 じて教育機関の責務制を協調することで、教

育の質が向上するようになる。

カ.「規制緩和委員会」設置

○ 「規制緩和委員会」設置 ・運営:学 校設立 ・運営教育課程運営、学生選抜等に対する規制を最

　 小化して教育関係者(学 父母、教員、学校設置経営者等)の 創造的な努力と積極的な参加が成

　 り立 って、教育の質が向上するようにするために、規制緩和委員会を教育部に設置 ・運営する。

　 － 「規制緩和委員会」の構成:公 益を代弁することができる専門家 と規制対象者(教 員、学生、

　　学父母)を 中心に 「規制緩和委員会」を構成 ・運営する。

　－ 「規制緩和委員会」の機能:こ の委員会では規制緩和対象を把握 して、体系的な規制緩和方

　　案を樹立 ・提示 して、また教育と関連した規制に対する異議申請を受けてその適正性可否を

　　検討 して、是正の可否を決定する。そして、新規規制を準備する場合、その相当性を審査 し

　　て規制の条件と基準が最小化するようにする。一定周期に 「規制白書」を発刊して規制の内

　　容と規制緩和計画及び質的等を国民に公開する。

ナ.教 育課程及び評価専担機構の設置

○ 「教育課程評価院」(仮称)設 置 ・運営:国 家水準の教育課程を開発して、教育機関の責務制を

　高めて、公信力が高い多様な評価情報を提供 してくれるよう 「教育評価院」(仮 称)を 設置す



　る。

　－ 「教育課程評価院」の構成:教 育課程及び評価関連専門家(常 任及び契約式)中 心に構成 し

　　て、管理要員は最小化す るようにする。この機構の中には高等教育と中等以下教育担当部署

　　を分離 しておく。

　－ 「教育課程評価院」の機能:新 設された 「教育評価院」は次のような業務機能を持つように

　　す る。

　　①初 ・中等教育分野:各 級学校教育課程開発及び評価、学年別 ・教科別学業成就度評価、初

　　　 ・中等学校の学校評価、大学数学能力試験管理等に関する業務

　　②高等教育分野:国 内 ・外の著名な専門家で構成された評価担当機関を運営 して、他機関の

　　　大学評価業務支援、単位銀行制の運営とこれに よる学位検定及び授与、学位認定基準設定

　　　等に関する業務。

　　③評価の公開等:各 級学校教育の質管理に必要な評価情報及び資料の公開、評価 と行 ・財政

　　　支援の連携に関する政府の業務支援

8.品 位ある有能な教員の育成

　現在過度の予備教員養成と専門性が不充分で教職に対する社会的評価が低いだけでなく、勤務

条件と処遇が不充分で優秀な人力を教職に維持することが難 しい。

　未来社会の主翼を育てる有能な教員を養成 ・維持して、教員が高い誇 りと使命感を持 って教育

活動に専念できるような教員養成及び人事制度の改革が切実 となっている。

　教員 の専門的資質を高め、優秀な教員を確保するために教師の役割を更に専門化して、研修を

活性化させる。また、主担授業責任時数制を導入することで、実質的に教員の処遇を図るように

する。同時に、能力中心の人事制度を確立 して、段階的に勤務条件を向上させる。

カ.教 員養成及び研修制度改革

○教員養成機関教育課程改編:教 員の専門性を伸張 して教授能力を向上させるために、学校現場

　 と連携した教員養成教育課程に改編する。また、中等学校の小規模体制 と国民学校教科専担制

　 拡大に対備して、複数専攻制を積極勧奨する。

○教員任用制度の改善:新 規教員任用制度は現場教育能力を重視する方向へ改善する。現行 「国

　 ・公立学校教員任用考試」を改善して、客観性依存試験をやめて、主観式試験中心へ転換する。

　 また、私立学校の新規教師任用は公開選考によって選抜 ・任用するようにする。



○教員研修強化:教 員の専門性を継続的に形成させるため、一定周期で研修を繰 り返 し受けるよ

　 う強化す る。研修効果を高める方案の一つに先端情報通信工学を活用 した遠隔研修も実施する。

　 大学院で習得 した担当教科関連学位 と、社会教育機関の専門課程(コ ンピュータ、外国語、専

　 門技術等)履 修結果等を一定基準に よって一般研修と代替できるようにする。そ して累積 され

　 た研修結果を教員の人事と募集に反映する。

○教員の研修機関選択権付与:教 員の一般及び資格研修教員が研修機関を選択できるようにして、

　研修機関の競争を通 じて研修の質が向上するようにする。

ナ.能 力中心昇進 ・募集体系への改善

○能力中心の昇進体系準備:学 校経営の結果を総合的に評価 して能力のある教員が優待 されるよ

　 う昇進基準を再調整 して、能力中心の昇進体系を準備する。

○仕事の量と難しさに合わせた差等募集:初 ・中等教師の主担責任授業時数を設定 して、責任授

　業時数以上の授業を担当する教師、学級担任を受ける教師等について別途の手当てを支給 して

　人事にも反映す る等教員募集体系を合理的に改編する。

タ.教 師の研究環境 と効率的勤務条件組成

○特別研究教師制導入:研 究実績が優れて上手に教えることのできる教員を特別研究教師に選定

　 して、一定期間(例:6-12月)の 間国内 ・外研修機会を与えた り、現場研究に専念できるよう

　研究費を支援する。

○教科別または学年別研究室拡充:教 員たちが研究し、教え、指導することに専念できる教科別

　または学年別研究室を拡充する。

○公務室事務自動化:情 報化時代に応 じて教員の業務負担軽減は無論、教育関連情報を学生指導

　に効果的に活用できるよう教育関連業務を電算化する。

○自律出退勤制(FlexibleTime):教 師の学生生活指導、授業等に支障が無 く、教師としての義

　務(勤 務時間、授業、学生指導、校務会等)の 範囲で自律出退勤制を市 ・道教育監が地域実情

　を考慮 して試験的に実施する。

○校長名誉退職制の実施:教 員が校長の職にあって、名誉を与えられて退職できるようにして、



　教員に対する社会的礼遇を向上させるようにする。

9.教 育財政GNP5%確 保(1998年 までに)

　教育は国家の核心社会資本である。国家の力と富、個人の人生の水準は国民の知的資産によっ

て決定されている。学級あた り40-50余名の学生を黒板と教科書でだけ教育す る現教育条件の中

では、情報化 ・世界化時代の要求する教育を実施できない。現在公教育投資規模は教育条件の改

善と教育の質を向上させることはできない。それにも関わらず私教育費支出は継続増加 してGN

P6%規 模になっている。それによる所得階層別教育機会の不均衡が深まっている。

　1998年 まで教育財政GNP5%を 確保 し公教育への投資を拡大して、私教育への需要を学校へ

吸収して過当な私教育費負担を減 らし、地方自治団体の責任 と寄与を強化 して教育 自治が定着す

るようにする。

○教育財政GNP5%確 保:1998年 までに教育財政をGNP対 比5%水 準を確保する。　GNP

　 5%水 準の教育財政確保のため具体的な細部方案を関係部署(国 務総理、行政助成室長、財政

　経済院 ・内務部教育部 ・建設交通部次官)で 樹立して今年9月 までに大統領に報告 ・確定 し、

　1996年度予算から反映する。

　関係部署で論議 ・決定される事項は次の如 くである。

　－教育財政GNP5%水 準確保方案

　　①年次別財源調達計画('96年 教育部予算額包含)

　　②国家 ・地方 自治団体の負担方案等

　－その他教育部門投資拡充のための方案

　　①私教育費の公教育費化のための制度的装置

　　②教育費に対する民間投資誘因策等

　－教育投資所要額推薦

　　①教育計画に応 じた新規教育投資所要算定

　　②教育部分投資の優先順位検討

　*政 府の教育財政負担算出において、国 ・公立学校教育の入学金及び授業料等は政府負担では

　　なくGNP5%教 育財政概念から除外する。
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